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三菱東京フィナンシャル･グループと UFJ グループの 

資本増強への協力について 

 

 本日、株式会社三菱東京フィナンシャル･グループ（取締役社長 畔柳
くろやなぎ

信雄
の ぶ お

）、株式

会社 UFJ ホールディングス（取締役社長 玉越
たまこし

良介
りょうすけ

）、株式会社東京三菱銀行（頭取 

畔柳
くろやなぎ

信雄
の ぶ お

）、株式会社 UFJ 銀行（頭取 沖原
おきはら

隆
たか

宗
むね

）の 4 社は、三菱東京フィナンシャ

ル・グループによる UFJ グループへの資本増強への協力について、次のとおり基本合

意いたしました。 

 この資本増強は、平成 16 年 7 月 16 日に発表した、両グループの経営統合等に関す

る覚書における合意事項の一つです。当該合意書の締結については、それぞれ、本日開

催の取締役会の承認決議を経ております。 

１．資本増強の目的 

三菱東京フィナンシャル･グループと UFJ ホールディングスとの経営統合の趣旨に

則り、経営統合の効果を最大化することを目指すものです。 

２．資本増強の金額 

（1） UFJ ホールディングスまたは UFJ 銀行は、5,000 億円の資本増強を実施し、三菱

東京フィナンシャル･グループまたは東京三菱銀行がこれに応じます。 

（2） 両グループ協議の上、経営統合の目的に照らして必要かつ適切であるものと認め

られるときは、UFJ ホールディングスまたは UFJ 銀行は、2,000 億円を上限とし

て資本増強を実施し、三菱東京フィナンシャル･グループ、東京三菱銀行または

両社が UFJ の同意の下に指定する者がこれに応じます。 

なお、デューデリジェンスの結果を踏まえ、今後資本増強の詳細な条件を定めた契約

を出来る限り早期に締結する予定です。 

３．資本増強時期 

平成 16 年 9 月 30 日までに実施します。  

                以 上 

 


